
肝炎ウイルス検診に関する実施要綱 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、健康増進法(平成１４年法律第１０３号)第１９条の２の規定

に基づく肝炎ウイルス検診(以下「本検診」という。) を実施するために、必要

な事項を定める。 

 (対象者) 

第２条 本検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、検診日にお

いて本市に住民登録がある者その他市長が特に必要と認める者で、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

（１）当該年度末現在で満４０歳となる者(ただし、医療保険各法その他の法令に

基づく保健事業等のサービスを受ける際に、合わせて本検診に相当する検診を

受けた者又は受けることを予定している者(当該検診を受けられなかった者に

ついてはこの限りでない。)は除くものとする。 

（２）当該年度末現在で満４１歳以上となる者であって、過去に本検診に相当する

検診を受けたことがなく、かつ、本検診の受診を希望する者。なお、当該年度

の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０号)に基づく特定健

康診査及びその他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断に

おいて肝機能検査の数値に異常が見られた者であり、かつ、本検診の受診を希

望する者については、過去に本検診に相当する検診を受けた者であっても受診

することができるが、原則として速やかに医療機関での受診を勧奨するものと

する。 

２ 前項各号に掲げる者のうち、当該年度末現在で別表に掲げる年齢となる者につ

いては、個別に通知等を配布することにより、必要に応じて受診の勧奨 (以下

「個別勧奨」という。) を行うものとする。 

 (実施) 

第３条 本検診は、一般社団法人相模原市医師会(以下「市医師会」という。) に

委託し、市医師会加入で協力が得られる医療機関 (以下「協力医療機関」とい

う。) で実施するものとする。 

 (受診方法) 

第４条 本検診の受診を希望する対象者は、あらかじめ市長から交付を受けた肝炎

ウイルス検診受診券(以下「受診券」という。) を市長の指定した期間内に持参



して、協力医療機関で受診するものとする。 

 (検診の内容) 

第５条 本検診は、次の各号に掲げる検査を行う。 

（１）問診 過去に肝機能異常を指摘されたことがあるか否かなどについて聴取す

る。 

（２）Ｃ型肝炎ウイルス検査 血液のＨＣＶ抗体検査及び必要に応じて実施するＨ

ＣＶ核酸増幅検査(ＨＣＶ抗体検査で中・低力価となった検体に実施)により、

現在、Ｃ型肝炎ウイルスに感染している可能性が低い又は現在、Ｃ型肝炎ウイ

ルスに感染している可能性が高い、のいずれに区分されるか判定を行う。 

（３）Ｂ型肝炎ウイルス検査 血液のＨＢｓ抗原検査により、陰性又は陽性のいず

れに区分されるか判定を行う。 

(実施報告) 

第６条 検診を実施した協力医療機関は、検診を実施した月の翌月の２０日までに、 

検診結果を次の各号に掲げる書類に取りまとめ、市医師会に提出する。 

（１）肝炎ウイルス検診票(第１号様式) 

（２）肝炎ウイルス検診医療機関別集計表(第２号様式) 

２ 市医師会は、前項の規定により提出された書類に肝炎ウイルス施設検診実施結

果総括表(第３号様式)を添え、検診を実施した月の翌月の末日までに市長に報告

する。 

 (一部負担金) 

第７条 検診を受診する対象者は、受診の際、一部負担金として１，２００円を当

該協力医療機関に支払わなければならない。 

(一部負担金の免除) 

第８条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については一

部負担金の支払いを免除するものとする。 

（１）当該年度末現在で７０歳以上の者(第６号に該当する者は除く。) 

（２）当該年度末現在で６９歳以下の後期高齢者医療制度加入者 

（３）生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)に規定する生活保護又はこれに準ず

る措置を受けている世帯に属する者 

（４）次に掲げるいずれかの支援給付を受けている者 

ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等



及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成６年法律第３０号)第１４

条第１項に規定する支援給付 

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律(平成１９年法律第１２７号)附則第４条第１項に

規定する支援給付 

ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律(平成２５年法律第１０６号)附則第２条第２項の

規定によりなお従前の例によることとされた支援給付 

（５）市民税非課税世帯に属する者 

（６）個別勧奨による本検診の対象者 

２ 前項第１号及び第６号の規定により一部負担金の免除を受けようとする者は、

受診の際、市長から交付された受診券を協力医療機関に提出するものとする。 

３ 第１項第２号から第４号までの規定により一部負担金の免除を受けようとする

者及び同項第５号の規定により一部負担金の免除を受けようとする者のうち６５

歳から６９歳までのものは、受診の際、免除事由を証明する証書等を提示すると

ともに、健康診査等一部負担金免除申請書(第８号様式)に必要事項を記入して協

力医療機関に申請するものとする。 

４ 第１項第５号の規定により一部負担金の免除を受けようとする者のうち６４歳

以下のもの及び前項の規定による免除事由を証明する証書等のないもの(以下

「第５号免除希望者」という。) は、あらかじめ、健康診査等一部負担金免除申

請書 (免除通知用) (第９号様式) に必要事項を記入して市長へ申請するものと

する。 

５ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、一部負担金を

免除することが認められるものについては健康診査一部負担金免除決定通知書

(第１０号様式。以下「免除決定通知書」という。) により、免除することが認

められないものについてはその旨を第５号免除希望者に通知するものとする。 

６ 第５号免除希望者は、受診の際、前項の規定により交付された免除決定通知書

を協力医療機関に提出するものとする。 

(委託料等) 

第９条 検診の委託料及び委託料の支払い方法は、別に定める。 

 



(検診受診後の指導等) 

第１０条 検診を受診した者への結果の通知は、検診を実施した医療機関が行うも

のとし、Ｃ型肝炎ウイルス検査において現在、Ｃ型肝炎ウイルスに感染している

可能性が高いと判定された者、及びＢ型肝炎ウイルス検査において陽性と判定さ

れた者（以下、陽性者という）については、医療機関への受診を強く勧奨するも

のとする。 

２ 市長は、陽性者のうち受診状況が確認できない者に対して、適正な指導等を行

うものとする。 

 (検診記録の整備) 

第１１条 市長は、第６条に定める実施報告等に基づき、検診受診者の氏名、生年

月日、年齢、住所、検診結果等の記録を整備するものとする。 

附 則 

 (施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和２年度における一部負担金の

免除特例) 

２ 令和元年度に第２条第２項の規定による個別勧奨の対象であって、当該年度に

本検診を受診しなかった者については、令和２年度において同項の個別勧奨の対

象者とみなして、第８条の規定を適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

(生活保護法による保護の基準の改正による特例措置) 

２ 平成２６年３月３１日において生活保護法の規定による生活保護を受けている



世帯に属する者であって、生活保護法による保護の基準の改正に伴い同年４月１

日に同法の規定による生活保護を受けている世帯に属する者でなくなったものに

ついては、同日から平成２７年３月３１日までの間、同法の規定による生活保護

を受けている世帯に属する者とみなして、第８条を適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年６月１８日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  



別表（第２条関係） 

 年齢      

４０歳 

４５歳 

５０歳 

５５歳 

６０歳 

６５歳 

７０歳 

年齢 

７５歳 

８０歳 

８５歳 

９０歳 

９５歳 

１００歳 



  



  



 



   





 


